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『「第７波」リバウンドの阻止』について 

 

新型コロナウイルス感染症の「第７波」は、８月下旬をピークに１か月以上、減少傾

向が続きましたが、１０月中旬以降、新規陽性者数が前週の同じ曜日を上回る日が続く

など、依然としてくすぶり続けています。 

 こうした状況を踏まえ、本日、別添のとおり県民・事業者の皆様に向けた知事メッセ

ージ『「第７波」リバウンドの阻止』を発出いたしました。 

各事業所等におかれましては、引き続き、基本的な感染防止対策（マスク着用、手指

消毒、密回避、こまめな換気、体調不良時の行動ストップ）、事業所等に感染を持ち込

まない水際対策（職員の体調不良時の出勤自粛等）を徹底いただきますようお願いしま

す。 

 

 

［添付資料］ 

・『「第７波」リバウンドの阻止』 
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